
 

社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会役員等の報酬に関する規程 

 

 (目的)  

第１条 この規程は､ 社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会 (以下 ｢本会｣ と

いう｡)定款第１０条及び第２５条の規定に基づき、役員等（評議員、理事及び監事

をいう。以下同じ。）の報酬について必要な事項を定めることを目的とする｡  

 

(報酬)  

第２条 本会の役員等には、報酬を支給しない。 

 

（規程の準用） 

第３条 前条の規定は、本会の顧問、部会の委員及び委員会の委員について準用する。 

 

（公表） 

第４条 本会は、この規程を社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の

支給の基準として、公表するものとする。 

 

（規程の変更） 

第５条 この規程の変更は評議員会の決議を経なければならない。 

 

（委任） 

第６条 この規程の実施について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定

める。 

 

 

  附 則 

 この規程は､ 平成３０年３月２２日から施行する｡   

 

 

 

 

 

 

 


